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１．趣旨 

高等学校教育の質の確保・向上のため，「高校生のための学びの基礎診断」（以下

「基礎診断」という。）の認定を受けるため民間事業者等から申請された測定ツール又

は認定された測定ツールについて基礎診断測定ツールの審査等に関する事項についての

検討を行うために「高校生のための学びの基礎診断」の認定に関する審査委員会（以下

「審査委員会」という。）を設置する。 

 

２．検討事項 

基礎診断に関する審査委員会では，以下の事項について検討・整理する。 

（１）基礎診断測定ツールの審査等に関する事項 

①認定に関する審査 

②指摘事項の対応状況の確認 

（２）その他必要な事項 

 

３．構成員 

（１）審査委員会の構成員は，別紙のとおりとする。 

（２）必要に応じて，構成員以外の者から意見を求めることができる。 

 

４．審査委員会の運営 

（１）審査委員会は，構成員の過半数が出席しなければ会議は成立しない。 

（２）審査委員会に係る庶務は，初等中等教育局参事官付（高等学校担当）において処理

する。 

（３）その他，審査委員会の運営に関し必要な事項は，必要に応じ別に定める。 

 

５．開示・公開等 

（１）審査員の氏名は公正かつ中立な審査に著しい支障を及ぼすおそれがなくなった後，

速やかに公開する。 

（２）本審査委員会は非公開とする。 

（３）議事要旨について，匿名とし，審査委員会終了後，審査結果が取りまとまった後に

公開する。 

（４）本審査委員会において配布した資料については，原則，議事要旨と一緒に公開する。

ただし，本審査委員会が公開することが適当でないと判断した資料については，非公

開とすることができる。 

 

６．利害関係者の排除 

  審査委員会の構成員は，以下のいずれかに該当する場合は速やかに申し出るとともに，

「２．検討事項（１）」について参画することが出来ないものとする。 



（１）申請された測定ツール又は認定された測定ツールの実施事業者の役職員として在職

（就任予定を含む。）し，又は３年以内に在職していた場合 

（２）申請された測定ツール又は認定された測定ツールの開発に有識者として関与してい

る場合，又は関与していた場合 

（３）その他，中立・公正に審査を行うことが困難と判断される場合 

 

７．守秘義務等 

（１）審査の過程で知り得た個人情報及び審査内容に係る情報については，外部にもらし

てはならない。 

（２）審査員として取得した情報（申請書等各種資料を含む）は，他の情報と区別し，善

良な管理者の注意義務をもって管理する。 

（３）審査資料等は，審査を行うことを目的とするものであり，その目的の範囲内で使用

する。 

 

８．検討期間 

「２．検討事項」に掲げる事項につき，検討の必要がある場合に審査委員会を開催し，

開催に係る事項が取りまとめられた時に廃止する。 
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